
 
 

 

 

 

●この試験案内を最後までよく読んで、記載されている内容に同意したうえでお申し込みください。 

申し込まれた方は、試験案内に記載されたすべての事項に同意されたものとみなさせていただきます。 

●書面申請で払込用紙による払込みの場合、試験手数料の「振替払込受付証明書（お客さま用）」が貼られていないと 

 受付できません(振替払込請求書兼受領書、ＡＴＭ払込明細票の貼付では不可)。紛失されても当センターでは責 

任を負えませんのでご注意ください。 

●気象情報発表等に伴う試験の中止、延期、会場の変更等がある場合があります。その場合当センターのホーム

ページに掲載しますのでご確認ください。 

◎試験日・受験地・試験の種類・受付期間等 

◎集合時間及び試験開始時間  

（注）第１回から第４回の乙種第４類の試験は、

午前の部と午後の部を実施しますが、受験者は原

則として午前・午後の選択をすることはできませ

ん。

 

 

 

試験日 受験地 区分 試験の種類 受付期間 合格発表(予定) 

第

１

回 

令和８年 

６月７日(日) 

出雲市 

大田市 

益田市 

午前 
乙種第４類(午前の部) 

丙種 

令和８年 

４月３日(金)～ 

４月１７日(金) 

令和８年 

６月２４日(水) 
午後 

甲種・乙種第１,２,３,５,６類 

乙種第４類（午後の部） 

第

２

回 

令和８年 

６月１４日(日) 

松江市 

浜田市 

隠岐の島町 

午前 
乙種第４類(午前の部) 

丙種 令和８年 

７月１日(水) 
午後 

甲種・乙種第１,２,３,５,６類 

乙種第４類（午後の部） 

第

３

回 

令和８年 

１０月２５日(日) 

松江市 

大田市 

益田市 

午前 
乙種第４類(午前の部) 

丙種 

令和８年 

８月２１日(金)～ 

９月４日(金) 

令和８年 

１１月１３日(金) 
午後 

甲種・乙種第１,２,３,５,６類 

乙種第４類（午後の部） 

第

４

回 

令和８年 

１１月１日(日) 

出雲市 

浜田市 

隠岐の島町 

午前 
乙種第４類(午前の部) 

丙種 令和８年 

１１月１９日(木) 
午後 

甲種・乙種第１,２,３,５,６類 

乙種第４類（午後の部） 

第

５ 

回 

令和９年 

２月１４日(日) 

松江市・出雲市 

益田市 

隠岐の島町 

午後 
乙種第１,２,３,４,５,６類 

丙種 令和８年 

１２月４日(金)～ 

１２月１８日(金) 

令和９年 

３月４日(木) 

第

６ 

回 

令和９年 

２月２１日(日) 

松江市・大田市 

浜田市 
午後 

乙種第１,２,３,４,５,６類 

丙種 

令和９年 

３月１１日(木) 

区分 集合時間(事前説明開始時間） 試験開始時間 

午前   ９：３０ １０：００ 

午後 １３：００ １３：３０ 

一般財団法人消防試験研究センター 島根県支部 
〒690-0886 松江市母衣町５５（島根県林業会館２階） ☎0852-27-5819  FAX0852-25-8242 

受付時間：９時～１７時（土日祝日、年末年始を除く） 

令和８年度 危険物取扱者試験案内 

お申し込みは、電子申請（インターネットからの受験申請）をぜひご利用ください。 

【詳しくはこの試験案内の５ｐ、６ｐをご参照ください。】 
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受験申請から免状交付までの概要 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受験希望者 

願書(書面)申請希望者 

合格者 

インターネット(電子)申請希望者 

当センターのホームページから申請 試験案内・願書・所定の払込用紙の入手 

申込画面入力 

受験票に記名・写真貼付 

試験手数料払込 試験手数料払込 

受験（表紙の試験日） 

・各消防本部、県消防総務課、隠岐支庁、
東部・西部県民センター（各地域事務所）
で入手 

・当センター島根県支部で入手 

合格発表・結果通知書郵送 

受験願書の提出 

・Ｐ７～１０参照 

受験願書の記入・作成 

・Ｐ７～８参照 

・表紙の合格発表予定日 

免状交付 

受験票郵送 

・申請受付日後、概ね２～３週間で交付 

受付完了メール受信 

受験票受取 受験票ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ印刷 

免状交付申請の手続き 

受験票ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

可能メール受信 

 

・Ｐ５参照 

・Ｐ１３～１５参照 

・Ｐ５参照 

・試験日の概ね２週間
前に発送予定 

・試験日の１週間前に
なっても未着の場合

はセンター島根県支
部まで問い合わせ 

・利用規約に同意 
・住所、氏名、生年

月日、受験種類等
を入力 

・Ｐ６参照 

・入金確認後に
当センターか
ら送信 

・試験日の概ね２週
間前に当センタ

ーから送信予定 

・自分で当センタ
ーホームページ
からダウンロー

ドして受験票を
印刷作成 

・Ｐ１１～１２参照 

不合格者 
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消防法(昭和２３年法律第１８６号)第１３条の５第１項の規定により、島根県知事から委任された危険物取扱者

試験を次のとおり実施します。 

 

１ 試験の種類 
   危険物取扱者免状には甲種、乙種及び丙種の３種類があります。甲種・乙種は取扱作業及びその立ち会

い、丙種は乙種第４類危険物のうち指定された危険物に限り取扱作業をすることができます。 

 

免状の種類 取 り 扱 い の で き る 危 険 物 

甲   種 全種類の危険物 

乙 

 

 

種 

第１類 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類などの酸化性固体 

第２類 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムなどの可燃性固体 

第３類 
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁

水性物質 

第４類 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体 

第５類 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質 

第６類 過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 

丙   種 ガソリン、灯油、軽油、重油など 

 

２ 試験科目、問題数及び試験時間 

試験種類 試験科目 問題数 合計 試験時間 

甲 種 

①危険物に関する法令(法令) 15問 

45問 2時間30分 ②物理学及び化学(物化) 10問 

③危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(性消) 20問 

乙 種 

①危険物に関する法令(法令) 15問 

35問 2時間00分 ②基礎的な物理学及び基礎的な化学(物化) 10問 

③危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(性消) 10問 

丙 種 

①危険物に関する法令(法令) 10問 

25問 1時間15分 ②燃焼及び消火に関する基礎知識(燃消)  5問 

③危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(性消) 10問 

 

３ 受験資格と科目免除 
（１）甲種危険物取扱者試験 

ア 甲種を受験するには受験資格が必要です。詳細については１６ページの「甲種危険物取扱者試験の 

受験資格」をご確認ください。 

イ 試験科目の免除はありません。 

 

（２）乙種危険物取扱者試験 

ア 受験資格は必要ありません。どなたでも受験できます。 

イ 試験科目の免除 

既に乙種危険物取扱者免状を有する方は、「法令」と「物化」の全部が免除されます。ただし、試

験の申請時点で免状の交付を受けていないと試験の科目免除が受けられません。 

また、乙種第１類または第５類の受験者で火薬類免状を有する方は、申請により、「物化」の一

部、「性消」の一部の免除を受けることができます。 
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乙種危険物取扱者試験における試験科目等の免除及び添付証明書については、次表のとおりです。 

免除資格者 免除類別 試験科目(略称) 免除内容 問題数 合計 試験時間 証明書類 

乙種危険物取扱者免状を

有する方 
全部の類 

① 法令 全部免除 0問 

10問 35分 
危険物取扱者

免状 
② 物化 全部免除 0問 

③ 性消  10問 

火薬類免状を有する科目

の一部免除申請者 

第1類 

第 5類 

① 法令  15問 

24問 
1時間 

30 分 
火薬類免状 ② 物化 一部免除 4問 

③ 性消 一部免除 5問 

乙種危険物取扱者免状を有

し、かつ火薬類免状を有する

科目免除申請者 

第 1類 

第 5類 

① 法令 全部免除 0問 

5問 35分 

危険物取扱者

免状及び火薬

類免状 

② 物化 全部免除 0問 

③ 性消 一部免除 5問 

（注）１．（書面申請の場合） 

・火薬類免状を有する方は、受験願書Ａ面の「科目免除」欄の「受ける」「受けない」のいずれか

に〇を、乙種危険物取扱者免状を有する方は、同欄の「受けている」にに○○を記入してください。

証明書類の免状は、コピーを受験願書Ｂ面裏に貼付してください。 

（電子申請の場合） 

・電子申請システムの指示に従ってください。 

  ２．火薬類免状は、次の免状をいいます。 

   ◇ 甲種、乙種及び丙種の火薬類製造保安責任者免状(火薬類取締法) 

   ◇ 甲種及び乙種の火薬類取扱保安責任者免状(火薬類取締法) 

 

（３）丙種危険物取扱者試験 

ア 受験資格は必要ありません。どなたでも受験できます。 

イ 試験科目の免除 

丙種危険物取扱者試験における試験科目の免除については、次表のとおりです。 

免除資格者 試験科目 免除内容 問題数 合計 試験時間 

５年以上消防団員として勤務し、かつ、

消防学校の教育訓練のうち基礎教育ま

たは専科教育の警防科を修了した方 

 

① 法令  10問 

20問 1時間00分 
② 燃消 全部免除 0問 

③ 性消  10問 

Ⓐ 消防団員歴を証明する書類（消防団長等が証明するもの（コピー可））   

Ⓑ 消防学校の教育修了証（消防学校長が証明するもの（コピー可））  

（注）（書面申請の場合） 

・免除資格者は、Ⓐ及びⒷの証明書類を受験願書Ｂ面裏に貼付してください。 

（電子申請の場合） 

・電子申請システムの指示に従ってください。 

 

４ 試験手数料 （一旦払込まれた試験手数料は、お返しできません。消費税非課税） 

  試験手数料は下記のとおりです。 

                       

 

                          

 

 

 

 

 

 

甲   種 乙   種 丙   種 

７，２００円 ５，３００円 ４，２００円 

証明書類 
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５ 試験の方法 

 甲種及び乙種については５肢択一式、丙種については４肢択一式の筆記試験です。 

解答方法はいずれもマークシート方式で、それぞれの解答カードに記入します。 

 

６ 合格基準 

甲種、乙種および丙種危険物取扱者試験ともに、試験科目ごとの成績が、それぞれ６０％以上であ

ること。（試験科目の免除を受けた受験者については、その科目を除く。） 

なお、乙種第１類又は第５類の受験者で、３（２）により試験科目の一部が免除された方につい

ては、免除された以外の問題で上記の成績であること。 

 

７ 受験申請 

（１） 受験申請方法は「書面申請（願書による受験申請）」（Ｐ４）と「電子申請（インターネットからの受

験申請）」（Ｐ５）の２通りがあります。 

ただし、同一試験日には、「書面申請」と「電子申請」を同時に申請することはできません。 

 

（２）受付期間経過後の願書の取り下げ及び試験日・種類・受験地の変更は認められません。 

 

（３）第１回から第４回の乙種第４類の試験は、午前の部と午後の部を実施しますが、午前・午後は当センタ

ーが指定し、受験票に明記します。受験者は原則として選択することができませんので、午前・午後の

どちらの指定を受けても良い前提で出願してください。ただし、受験者数の少ない試験会場は、午前の

試験を実施しない場合があります。 

 

８ 書面申請による受験手続 
（１）書面申請で提出する書類は下表のとおりです。 

提出書類 留 意 点 

 

① 受験願書 

 

 受験する種類（１種類につき１部）ごとに作成してください。     

また、同一日に「乙種の複数受験」または「併願受験」を申請する場

合は一緒に提出してください。（P7.10、願書作成P13～15参照） 

② 振替払込受付証明書（お客さま用） 

（当センター指定の払込用紙で試験手

数料の払込みをした方） 

当センター指定の「振替払込受付証明書(お客さま用)」を受験願書

Ｂ面の指定の欄にのり付けしてください。(P5、P14参照) 

※郵便局窓口で押印された日附印のあるもの 

③ 危険物取扱者免状のコピー 

(科目免除の有無にかかわらず) 

該

当

者

の

み 

 すでに危険物取扱者免状を１種類でも取得している方は、 

必ず受験願書Ｂ面(裏)の指定の欄にのり付けしてください。 

④ 甲種受験資格を証明する書類 

（コピー可） 

甲種を受験される方は、受験資格を証明する書類の提出が 

必要です。（P16～21参照）（注１）（注２） 

 

⑤ 火薬類免状のコピー 

乙種第１類又は第５類を受験される方で、火薬類資格による

試験科目の一部免除を受ける方は、証明する免状のコピーの 

提出が必要です。（P2～3.3（2）参照）（注２） 

⑥ 消防団員歴を証明する書類及び消

防学校の教育終了証（コピー可） 

丙種の試験科目免除を受ける方は、資格を証明する書類の 

提出が必要です。（P3.3（3）参照）（注２） 

（注１）過去に甲種危険物取扱者試験の受験申請をしたことのある方は、その時の受験票若しくは受験票 

    (控)又は試験結果通知書（いずれも資格判定コード欄に番号が印字されているものに限る。）を提 

出することにより甲種の受験資格の証明書に代えることができます。(コピー可) 

（注２）添付する証明書等は受験願書Ｂ面裏の所定の欄に貼付してください。 
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（２） 書面申請の試験手数料払込方法（アまたはイのどちらかの方法を選んでください）    

ア 受験願書と一緒にお渡しした当センター指定の『郵便局（ゆうちょ銀行）窓口用払込用紙試験用』

（他の用紙では受付できません）を使用する場合 

   前記４の試験手数料を郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。（別途郵便局の手数 

料が必要です）※ＡＴＭは使用しないでください。 

次に、「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願書Ｂ面の試験手数料欄にのり付けしてく 

ださい。（P14参照）紛失した場合、再度払い込みが必要となります。本人控え用の「振替払込 

請求書兼受領証」では受付できません。 

 なお、再度払い込みをした後で、紛失した「振替払込受付証明書（お客さま用）」を発見したと 

きは、還付申請により先に払い込まれた試験手数料をお返しします。 

    事業所、学校などで同時に２名以上の受験者がいる場合、試験手数料を一括して払い込むこと 

もできます（２次元コードを経由した決済を除く）。 

この場合、別紙として受験者氏名、受験種類、金額、合計額を記入した名簿を同封し、名簿の最 

初に記載した方の受験願書の所定の位置に、総額の「振替払込受付証明書（お客さま用）」を貼り、

全員分を一括して提出してください。また、この証明書の払込氏名欄には、受験申請者のうち１名

の氏名及び団体名を記入してください。 

なお、個人で複数種類の受験をする場合も一括払込をすることができます。（２次元コードを経

由した決済を除く） 

   イ 願書Ｂ面の２次元コードを経由した決済の場合（一括払い込み不可、願書ごとに決済） 

  払込み方法は、次の４種類から選択できます。所定の払込手数料（消費税込み）が必要になります。 

     決済完了後、決済完了メールに記載されている決済完了番号（１８桁）を受験願書Ｂ面の決済完了 

番号記入欄に記入してください。 

決済方法 決済内容 

ペイジー（Pay-easy） 情報リンク方式、オンライン方式 

コンビニエンスストア決済 セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート、

デイリーヤマザキ及びヤマサキデイリーストア（その他のヤマザキ系列店舗は、POS

レジ設置店のみ） 

クレジットカード決済 VISA、Master Card、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナース 

スマホ決済 PayPay、メルペイ 

※ 一般財団法人消防試験研究センターでは、電子申請に係る試験手数料の収納に関して、全て三井住友カード株式会社に

業務委託しております。 

      

（３）受験願書提出先及び書面申請に関する問い合わせ先と注意事項 

一般財団法人消防試験研究センター 島根県支部（住所、電話番号等は表紙参照） 

 

・持参する場合は、受付期間の９時から１７時までです。（土日祝日を除く） 

・郵送の場合は受付最終日の消印有効です。封筒の表に「危険物取扱者試験願書在中」と朱書きし 

 てください。（Ｐ23 封筒用宛名ラベルをご利用ください） 

   

９ 電子申請による受験手続 
(１)申請方法 

ア 電子申請により手続きをされる方は、 

一般財団法人消防試験研究センターホームページ（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）から申請 

 してください。ホームページ上の「電子申請手続きの注意事項」を、必ず事前によく確認してから申 

し込んでください。 

イ 受験資格証明書等の準備 

 危険物取扱者免状以外の資格で、試験科目の一部免除を希望又は甲種危険物取扱者試験を受験する 

方は、P3又はP16～21を参照し、証明書類を電子ファイル化（JPEG形式又はPDF形式）したものを 

申請情報入力画面に従ってアップロードしていただきますので、準備をお願いします。 
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電子ファイル化に際しての留意事項 

１．電子ファイル化は、 

①デジタルカメラ・スマートフォンで撮影したもの又はスキャンしたもの 

②証明書類の全体が鮮明に確認できるもの 

③印影が欠けていないもの 

２．証明書類を撮影する場合は、机等の平らな場所において全体を写し、ピントを合わせて

鮮明に撮影してください。 

３．原本を確認させていただく場合がありますので、原本は保管しておいてください。 

４．アップロードできるファイルサイズは合計１０メガバイトまでです。 

【ご注意】 

ご自身の受験資格の有無は、必ず事前に本試験案内、ホームページでご確認ください。ご

不明な場合は、島根県支部にお問い合わせください。 

  ウ 注意事項 

    スマートフォンからも電子申請はできますが、願書情報の入力において、携帯電話会社の提供する 

 メールアドレスやフリーメールアドレスを登録された場合は、携帯電話会社やフリーメール運営会社 

が行っている迷惑メール対策等により、当センターから送るメールが受信できないことがあります。

詳細は、一般財団法人消防試験研究センターホームページ（https://www.shoubo-shiken.or.jp/） 

をご覧ください。 

エ 電子申請による再受験について（試験日、受験番号及び資格判定コード等を入力するもの） 

過去３年以内に書面申請又は電子申請により受験した試験種類（合格した試験種類を除く。受験地は

問いません。）に限り（乙種については受験した類以外も可）、電子申請することができます。 

再受験の申請は、証明書類等の添付は必要ありません。 

ただし、過去３年以内に受験した時の受験票若しくは受験票(控)又は試験結果通知書を持っていな

い方は、再受験の電子申請はできません。 

 

（２）電子申請の試験手数料払込方法 

払込み方法は、次の４種類から選択できます。所定の払込手数料（消費税込み）が必要になります。 

決済方法 決済内容 

ペイジー（Pay-easy） 情報リンク方式、オンライン方式 

コンビニエンスストア決済 セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート 

デイリーヤマザキ及びヤマサキデイリーストア（その他のヤマザキ系列店舗は、POS

レジ設置店のみ） 

クレジットカード決済 VISA、Master Card、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナース 

スマホ決済 PayPay、メルペイ 

※ 一般財団法人消防試験研究センターでは、電子申請に係る試験手数料の収納に関して、全て三井住友カード株式会社に

業務委託しております。 

 

（３）電子申請に関する問い合わせ先と注意事項 

電子申請に関する問い合わせ先 

一般財団法人消防試験研究センター 電子申請室 

専用電話(全国共通)0570-07-1000（有料） 

受付時間 ９：００～１７：００  (土日祝日、年末年始を除く) 

一般財団法人消防試験研究センターホームページ https://www.shoubo-shiken.or.jp/ 

 

・電子申請は受付初日の９時から最終日の２３時５９分まで２４時間受け付けます。ただし、システ

ムメンテナンス時は除きます。 
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１０ 複数種類の受験 
（１）【複数受験】同一時間帯に乙種の複数種類を受験する場合 

ア 既に乙種の免状を有する方は、同時に乙種の他の類を４種類まで受験できます。 

この場合、試験時間は１種類につき３５分間です。 

（例）３種類受験の場合の試験時間は、３５分×３種類＝１時間４５分 

イ 乙種の免状を有しない方は、同時に乙種を２種類まで受験できます。 

この場合、「法令」と「物化」は同じ問題となりますが、２種類目も解答カードを記入する必要があ

ります。そのため、２種類目の試験時間は「性消」の３５分と「法令」と「物化」の解答を転記する

ための１０分が加算され４５分間となり、合計２時間４５分となります。 

 

（２）【併願受験】異なる試験時間帯に２種類を受験する場合 

第１回から第４回の試験においては、午前中に実施する乙種第４類、丙種の試験とは別に午後に実施

する甲種、乙種の試験を受験することができます。ただし、乙種第４類を午前と午後の両方で受験する

ことはできません。 

   ※ 第５回と第６回の試験では、乙種と丙種との併願はできません。 

※ 午前中の乙種第４類を受験し、午後の試験で乙種第４類以外の複数（２種類）を受験することも 

可能です。 

 

（３）申請方法（複数受験・併願受験共通） 

  （書面申請の場合） 

 ・複数受験及び併願受験いずれも受験する種類ごとに受験願書を１部ずつ作成し、一緒に封筒に入れて 

  提出してください。（それぞれに試験手数料が必要ですが、一括払込をすることもできます。（２次 

 元コードを経由した決済を除く）Ｐ5参照） 

  （電子申請の場合） 

・電子申請システムの指示に従ってください。 

 

１１ 試験当日の注意事項 

（１） 持ち物 

   

  

イ 

ウ 消しゴム 

 

（２） 試験会場と集合時間 

受験票に記載されている試験日、集合時間、試験開始時間、試験会場等を必ずご確認のうえ、 

   集合時間までに着席してください。試験開始前に受験上の留意事項等を説明します。 

 

（３） その他 

ア 次の場合は、受験することができません。 

①  受験票がない場合 

②  受験票に写真を貼っていない場合 

③ 受験票に本人と確認できない写真を貼っている場合 

  イ 鉛筆又はシャープペンシル以外の筆記具（ボールペン等）を使用して解答カードにマークした場合

は、機械が読み取れず、０点となることがありますので、絶対に使用しないでください。 

ウ 参考書、法令集等の参照は一切できません。 

エ テンプレート等の定規類、下敷、電卓、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の電子機

器類は一切使用できません。電子機器類は必ず電源を切りカバン等にしまってください。また、試験

室内では、原則として腕時計の着用はできません。 

オ 試験問題集および解答カードは持ち帰ることはできません。また、問題集の一部を切り取ったり、

カメラ等で撮影することもできません。このような行為は、失格となります。 

鉛筆又はシャープペンシル（いずれもＨＢ又はＢ） 

ア　受験票（氏名を記入し、縦４.５㎝×横３.５㎝の写真をのり付けしたもの） 

※　複数受験者は受験種類ごとに受験票が必要です。
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カ 試験会場で注意事項を守らなかったり、係員の指示に従わなかったり、その他不正行為を行った受

験者には、受験を拒否し、退場を命じることがあります。 

キ 台風その他の事故等により会場や日程を変更した場合には、島根県支部からの緊急情報としてホー

ムページに掲載します。特に、気象庁が発表する特別警報等の防災情報に対処して試験日時を変更す

る場合の緊急情報は、試験開始時間の２時間前までに掲示します。 

ク 身体の障害等により受験に際して必要な配慮（車椅子、補聴器等の使用など）を希望される場合は、

受験申請をする前にご相談ください。 

なお、内容によっては、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

１２ 受験票及び写真について 

（１）受験票の送付方法等 

ア 書面申請の場合 

・受験願書を受理したのち、受験者に試験日、集合時間、試験会場等を記載した受験票（圧着 

 ハガキ）を、試験日の概ね２週間前に発送します。 

・試験日の１週間前になっても届かない場合は、当センター島根県支部に電話でお問い合わせくだ 

さい。 

イ 電子申請の場合 

・受付期間終了後、申請時に登録された電子メールアドレスあてに受験票がダウンロードできる旨の 

 メールを当センターから概ね２週間前までに送信します。受験票を当センターホームページからダ 

ウンロードして印刷してください。メールが届かない場合でも、試験日の概ね２週間前からダウン 

ロードできます。 

・印刷するときに、拡大・縮小して印刷しないでください。 

  ウ 書面申請、電子申請共通 

    受験票の氏名欄は、受験者の氏名を「かい書」で必ず記入してください。 

 

（２）写真について（書面申請、電子申請共通） 

写真は、受験者本人の確認及び危険物取扱者免状の作成に使用します。 

次の【写真の条件】に適合した写真の裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載して、しっかりと受 

験票にのり付けしてください。（セロハンテープは不可) 

 

  【写真の条件】 

・縦４.５㎝×横３.５㎝の大きさ 

・試験日前６カ月以内に撮影された鮮明なもの（カラー、白黒のどちらでも可） 

・正面、無背景、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる

範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)の枠なしのもの 

・上三分身像又はパスポート規格 

・デジタル写真は、写真専用用紙に印刷し、にじみ等のない鮮明なもの 

 

 写真の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不適切な写真 

×写真をカラーコピーしたもの 

×写真用紙以外に印刷したデジタルカメラの写真 

×既定のサイズ（縦4.5㎝×横3.5㎝）でないもの 

×サングラス、帽子を着用しているもの 

(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。) 

×背景に壁の地模様や家具等が写っているもの 

×ピントが合っていなくて不鮮明なもの 
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【書面申請者用受験票】※この受験票はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真を貼付 
※セロハンテープ厳禁 

受験者本人が「かい書」で記入 

切り離して持参してください。 
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【電子申請者用受験票】※この受験票はイメージです。 

 

 ※ ダウンロードした受験票は、Ａ４サイズの用紙に印刷してください。 

  なお、印刷する際に拡大・縮小して印刷しないでください。 

※ 上部の受験票と下部の受験票(控)を切り離してください。上部の受験票は山折りしてのり付けを 

した上、必ず写真を貼り、氏名を記入して試験会場へ持参してください。 

 

下半分は本人控用です。 
切り離して、上半分だけを試験当日
持参してください。 

背中合わせ（山折り）にして、
のり付けをしてください。 

受験者本人が「かい書」で記入 

Ｐ８に示す写真を貼付 
（はがれないように） 
セロハンテープ厳禁 
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１３ 合格発表 

（１）合格発表日は、それぞれの試験について表紙に記載のとおりです。 

（２）合格者の受験番号を、当センター島根県支部に公示するとともに、当センターのホームページに合格 

発表日の正午から掲載します。また、受験者全員に結果通知書（圧着ハガキ）で合否の結果を直接通知し

ます。この場合、試験科目ごとの正答率も記載してお知らせします。 

（３）試験結果の合否に関する電話による問い合わせ、試験問題及びその解答に関する問い合わせには、一切

応じられません。 

（４）合格発表日から1週間過ぎても「結果通知書」が届かないときは、当センター島根県支部へお問い合わ

せください。 

 

１４ 合格後の免状交付申請の手続き 

（１） この試験に合格された方は、次の①～④の書類等を提出してください。 

（郵送または持参のいずれでも可） 

 

①  免状交付申請書及び結果通知書 

    ・申請書の記載内容に誤りがないかを確認し、必ず申請者氏名・電話番号を記入してください。 

署名のないものは受け付けできません。 

    ・「結果通知書」は絶対に切り離さないでください。 

②  交付手数料 ２，９００円（１種類につき）       

  （納付方法） 

   ア しまね電子申請サービスによる方法 

・島根県の「しまね電子申請サービス」（https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-

apply/apply-procedure-alias/kikenbutsumenjyou-shinki）から納付後、申請書裏面の所定の欄に

「申請番号（１９桁）」を記載してください。 

   イ 納付書による方法 

・納付書（金額2,900円が印字済みのもの）は、島根県内の消防本部、島根県防災部消防総務課、当 

センター島根県支部に置いてあります。 

・納付書の納入者欄に氏名を記入して、島根県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融 

 機関の窓口又はコンビニエンスストアで現金納付してください。ペイジーでの納付は絶対にしな

いでください。 

・納付後、領収印が押印された納付済証（納付書の一番右側の紙片）を申請書裏面の所定の欄に貼っ  

 てください（領収印がないと受け付けできません）。 

ウ 島根県収入証紙は、令和８年３月末をもって販売終了となりました。令和８年３月末日までに購入

した収入証紙は、令和８年９月末日まで手数料の納付に使用することができます。収入証紙で納付

する場合は、申請書裏面（任意の場所）に貼り付けてください。 

③  既得免状 

    ・既に交付を受けている危険物取扱者免状を必ず提出してください。 

    ・免状を紛失している場合は、事前又は同時に再交付申請が必要です。 

④  新しい免状を申請者へ郵送するための封筒（免状送付用封筒） 

    ・定形封筒（長さ14～23.5㎝、幅 9～12㎝のもの）の表面（宛名）に、申請者の住所・氏名を記入

し、４６０円分（簡易書留郵便料金（令和８年４月１日現在））の郵便切手を貼ってください。 

    ・封筒の裏面右下に受験番号を記入してください。 

    ・同一人が複数合格した種類を同時申請する場合、免状送付用封筒は１通です。 

    ・２名以上まとめて申請する場合は、郵便料金について事前に支部へお問い合わせください。 

 

（２）申請期日等 

・初めて乙種の試験に合格されたとき、次回以降の試験の申請時までに免状の交付を受けていないと 

 試験の科目免除が受けられません。次回以降の試験で科目免除を受ける方は、結果通知書に記載さ 
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れた指定期日までに、免状の交付申請を行ってください。 

・試験日後６カ月以上経過して申請する場合は、申請日前６カ月以内に撮影した写真１枚が必要にな 

ります。 

 

（３）免状交付申請先及び問い合わせ先 

一般財団法人消防試験研究センター島根県支部 （表紙の住所、電話番号、Ｐ２２の地図を参照） 
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受験願書の記入要領 
・受験願書Ａ面右下の（記入上の注意）をよく読んでから、この記入例にしたがって、黒色のボールペンで  

かい書で正しく書いてください。 

・なお、書き損じた場合は、横2本線を引いて、その上方に正しく書いてください。（訂正印は不要） 

・「都道府県等コード表」は、受験願書Ｂ面裏にあります。 

Ａ面の記入例 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁点、半濁点は 1マス
を使用してください。 

３ヶ月以内に島
根県以外で受験
申請又は受験し
た方は記入して
ください。 

火薬類免状を有す
る方のみ、いずれか
に○をつけてくだ
さい。 

記入は任意です。 

危険物取扱者免状
の有無のどちらか
に必ず○を付けて
ください。 

局番等の間は 1 マ
ス使用して「－」で
つないでくださ
い。 

職場又は自宅等の
平日の日中に連絡
が取れる電話番号
を記入してくださ
い。 

身体に障がい等があるため受験に際し配慮が必要な方は、団体コード枠に次のコードを
ご記入ください。 

状 況 コード 
下肢等が不自由で座席に配慮が必要な方 ７０１ 
聴覚が不自由で試験の事前説明に配慮が必要な方 ７０２ 

その他（申請の際に状況をお知らせください） ７０３ 
 

外国籍の受験者
は、「外国籍」と記
入してください。 

受験願書Ｂ面裏
の「都道府県コー
ド」を記入してく
ださい。 

島根県支部へ受験を申請する方は、 
「島根」と記入してください。 

申請する日を記
入してください。 

免状写真下に記載
されている１２桁
の番号を記入して
ください。 

同じ試験日や同じ
受付期間の別の試
験日に２種類以上
受験する場合は、
この願書以外に受
ける種類を記入し
てください。（Ｐ７
参照） 

左づめで記入して
ください。外国籍の
受験者は、住民基本
台帳に記載されて
いる漢字又はパス
ポートに記載され
ているアルファベ
ット氏名を記入し
てください。 

団地、マンションの
名称まで詳しく記
入してください。 
なお、濁点、半濁点
は、1 マスに入れて
ください 

この試験案内表紙
の試験日等を参照
してください。 

甲種の受験者のみ
受験資格の略称を
記入してく ださ
い。（Ｐ16表参照） 

危険物の免状の交
付を既に受けてい
る方は、該当する種
類全部を記入して
ください。 
また、裏面に既得免
状のコピーを貼付
してください。   
〈元号〉 
  昭和…３ 

平成…４ 
令和…５ 

主となるものに○
をつけてください。 
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Ｂ面への 貼付方

Ｂ面は、Ａ面を記入すると 写されるため、記入は不要です。

に する 意事

て、 い。

い。

を記入し
てください。
甲種7,200
種 5,300
種 4,200
の 前 に 必 ず

入し
てください。

本 の受領書（ ）です。これを貼 た受
験願書は受付で ませ 。

「 受付 明書（お さま用）」を されても、当
任 ませ 。

２次元コード 由で みの場合

いと受付で ませ 。
いる してください。

用紙で みの場合

ルに記載されてい
る 番号（１ 桁）を記入
してください。

「 受付
明書（お さ

ま用）」をこの部
に貼 てくだ

さい。
必ず全面の 付
けとし、
ン ー は
に使用しないで
ください。

（ 略）

明書
（お さま用）を
受験願書Ｂ面に貼

い。
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Ｂ面裏に関する注意事項 

「実務経験」の受験資格で甲種を受験する方は、会社等の証明が必要です。 
会社印及び証明者の印の押印を忘れずに受けてください。他の証明書でも証明内容が充足していれば 
支障ありません。（他の受験資格で受験される方、甲種以外を受験される方は必要ありません。） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲種を「乙種危険物取扱者免状を受けた後、危険物製造

所等における危険物取扱いの実務経験が２年以上」の

資格で受験する方は事業主等の証明が必要です 

事業所(会社等)の印 

証明者の印 

乙種・丙種の危険物取扱者免状所有者は、免状のコピー(表・裏とも)を       

この欄に貼ってください 

 

【記入例】 

受験資格、科目免除の証明書等をこの部分にのり付けしてください 
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甲種危険物取扱者試験の受験資格 
 

次表に示す対象者に該当する方は、甲種危険物取扱者試験の受験資格があります。 

対象者 大学等及び資格詳細 
願書資格欄 

記入略称 
※証明書類 

[１] 

大学等において

化学に関する学

科等を卒業した

方(専門職大学

の前期課程を修

了した方) 

(別表１参照) 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校 

大学・短期大学・高等専門学校・高等学校の

専攻科・中等教育学校の専攻科 

防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業

能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、

外国に所在する大学等 

専門職大学の前期課程を修了 

大学等卒 

卒業証明書、 

卒業証書又は学位記 

注）学科等の名称が明

記されているもの 

[２] 

大学等において

化学に関する授

業科目を１５単

位以上修得した

方 

（別表２参照） 

大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大

学、高等専門学校（高等専門学校は専門科目

に限る）、大学院、専門職大学院、専修学校 

大学・短期大学・高等専門学校の専攻科 

防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、

海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発

総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力

開発短期大学校、外国に所在する大学等 

１５単位 

単位修得証明書 

又は 

成績証明書 

注）修得単位が明記

されているもの 

[３] 

乙種危険物取扱

者免状を有する

方 

乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危

険物製造所等における危険物取扱いの実務経

験が２年以上の方 

実務２年 

乙種危険物取扱者 

免状及び乙種危険物

取扱実務経験証明書 

次の４種類以上の乙種危険物取扱者免状の交

付を受けている方  〇第１類又は第６類 

〇第２類又は第４類 〇第３類 〇第５類 

４ 種 類 
乙種危険物 

取扱者免状 

[４] 

修士・博士の学

位を有する方 

（別表１参照） 

修士、博士の学位を授与された方で、化学に

関する事項を専攻したもの（外国の同学位も

含む。） 

学  位 

学位授与証明書、学

位記、修了証書又は

修了証明書 

注）学位を取得して

いること、かつ、化

学に関する事項を専

攻したことがわかる

もの 

※証明書類については、原本又はコピー（縮小可）したものを添付してください。 

 

１ 〔１〕の高等学校及び中等教育学校の専攻科については修業年限が２年以上のものに限ります。 

２ 〔１〕、〔２〕の専修学校については、修業年限２年以上、総授業時数1700時間以上の専門課程に限り認めら

れ、証明書類として表の書類のほか次のいずれかの書面が必要になります。（ただし、表の証明書類に次の

(1)又は(2)の内容が記載されている場合は、次の(1)又は(2)の書面は不要です。） 

(1) 専門士又は高度専門士の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し 

(2) 専修学校の専門課程の修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時数が1700時間以上であ

ることを証明する書面（19ページの書式例１を参照してください。） 

３ 〔２〕の大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、大学院、専門職大学院等における修得

単位は、卒業、在学中、中途退学又は通信教育等にかかわりなく算定することができます。放送大学も同様に算

定できます。また、複数の大学等において単位を修得した場合は、それぞれの単位を通算することができます。 

４ 〔２〕の「単位修得証明書（危険物取扱者）」は、19ページの書式例２を参照してください。 

５ 〔３〕の「乙種危険物取扱実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。20ページの書式例３及び受験願書のＢ

面裏の様式を参照、使用してください。 

６ 旧大学、旧専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所等の卒業者及び単位修得者、専門学校卒業程度検定試

験合格者も受験資格を有する場合があります。詳細はお問い合わせください。 
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７ 過去に甲種危険物取扱者試験の受験申請をしたことのある方は、その時の受験票若しくは受験票(控)又は試験

結果通知書を提出することにより受験資格の証明書に代えることができます。ただし、いずれも資格判定コー

ド欄に番号が印字されているものに限ります。(コピー可) 

８ 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 

９ 証明書類が旧姓で現在の姓と一致しない場合、新旧の氏名が確認できる書類（コピー可）を証明書類と併せて

提出してください。（例：運転免許証（旧姓記載）、戸籍抄本、住民票等） 
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化学に関する学科等の例 

１ 名称の一部に「化学」の字句が含まれる学科又は課程 

(ただし、明らかに「化学に関する分野」と認められないものは除く。(例)人類文化学科等) 

２ 次の表に示す学科又は課程等 

化学に関する学科又は課程等の名称 

 

 

安全工学科 

医療薬学科 

衛生薬学科 

応用原子核工学科 

応用生物科学科 

応用生物工学科 

応用生命科学科 

応用生命工学科 

応用微生物工学科 

環境生命科学科 

環境物質工学科 

環境マテリアル学科 

基礎理学科 

機能高分子学科 

機能高分子工学科 

機能材料工学科 

機能物質科学科 

機能分子工学科 

金属加工学科 

金属学科 

金属工学科 

金属材料学科 

金属材料工学科 

原子工学科 

原子力科 

原子力工学科 

原子炉工学科 

コ 

 

 

 

 

サ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 

工業材料科 

厚生薬学科 

高分子学科 

高分子工学科 

高分子材料工学科 

材料開発工学科 

材料科学科 

材料科学工学科 

材料加工学科 

材料学科 

材料機能工学科 

材料工学科 

材料物性学科 

材料物性工学科 

材料プロセス工学科 

色染工芸学科 

資源工学科 

資源素材工学科 

システム量子工学科 

食品科学科 

食品学科 

食品工学科 

食品工業科学科 

食料科学科 

森林資源科学科 

製剤学科 

製糸学科 

セ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ 

 

 

ト 

ハ 

 

フ 

製造薬学科 

生体機能応用工学科 

生体物質工学科 

生体分子工学科 

生物応用工学科 

生物機能工学科 

生物工学科 

生物資源科学科 

生物資源利用学科 

生物生産科学科 

生物分子科学科 

生物薬学科 

精密素材工学科 

精密物質学科 

生命理学科 

製薬学科 

繊維工学科 

繊維高分子工学科 

総合薬学科 

総合薬品科学科 

素材工学科 

塗装科 

醗酵工学科 

醗酵生産学科 

物質科学科 

物質科学工学科 

物質工学科 

フ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マ 

 

ム 

ヤ 

 

 

 

 

 

ユ 

ヨ 

リ 

物質生物科学科 

物質生物工学科 

物質生命工学科 

物質生命システム工学科 

物質分子科学科 

物質分子学科 

物質理工学科 

プロセス工学科 

分子工学科 

分子システム工学科 

分子生物学科 

分子生命科学科 

分子素材工学科 

マテリアル科学科 

マテリアル工学科 

無機材料工学科 

冶金学科 

冶金工学科 

薬科学科 

薬学科 

薬剤学科 

薬品科学科 

有機材料工学科 

窯業工学科 

林産学科 

林産工学科 

 

 

                  化学の授業科目例 

１ 名称の一部に「化学」の字句が含まれる授業学科目 

(ただし、明らかに「化学に関する分野」と認められないものは除く。(例)進化学等) 

２ 次の表に示す授業科目（講義、演習、実験、実習及び実技を含む） 

化学の授業科目の名称 

ア 

 

 

 

イ 

 

 

 

 

エ 

 

 

 

アモルファス物性工学 

安全管理学 

安全工学 

安全防災工学 

移動現象論 

移動速度論 

医薬品安全性学 

医薬分子設計学 

医用高分子機能学 

衛生工学 

衛生薬学 

栄養学 

エレクトロセラミックス 

エ 

オ 

カ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エレクトロニクス材料工学 

応用・プロセス工学 

回析結晶学 

界面工学 

界面制御学 

界面電子工学 

界面物性 

科学史 

核燃料工学 

核燃料サイクル持論 

核融合概論 

核融合工学概論 

化工熱工学 

カ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化工熱力学 

化工物理学 

化工流体工学 

化石エネルギー 

火薬学 

ガラス工学 

ガラス材料 

ガラス状態論 

ガラス物性 

環境汚染物質分析学 

環境物質工学 

感光物性論 

岩石学 

カ 

キ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官能基変換論 

機器分析 

機能高分子学 

機能性高分子材料学 

機能性材料工学 

機能性触媒工学 

機能性有機材料 

機能セラミック論 

凝固論及び結晶生成 

金相学 

金属学 

金属加工学 

金属工学 

別表１ 

別表２ 
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キ 

 

 

 

 

 

 

ケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属材料学 

金属材料工学 

金属精錬学 

金属組織学 

金属の相変態 

金属表面処理 

金属物性 

計算溶液持論 

結晶回析 

結晶材料工学 

結晶評価工学 

原子エネルギー工学 

原子核工学 

原子力工学 

原子炉材料学 

原子炉燃料 

高温材料 

高温反応工学 

光学活性体合成論 

高機能材料持論 

高機能材料プロセス持論 

工業火薬学 

工業材料 

工業排水処理 

工業爆薬学 

工業反応速度論 

工業微生物学 

工業分析 

格子欠陥 

公衆衛生学 

高重合反応 

合成鉱物 

抗生物質 

厚生薬学 

合成薬品製造学 

構造用金属材料 

酵素利用学 

鋼中非金属介在物 

鉱物学 

高分子科学 

高分子学 

高分子工学 

高分子合成 

高分子構造 

高分子固体構造論 

高分子コロイド科学 

高分子材料学 

高分子反応 

高分子物性論 

固相変態論 

固体反応 

固体表面科学 

固体物性論 

固体平衡論 

コロイド学 

 

 

 

サ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス 

セ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細胞培養学 

材料解析 

材料開発工学 

材料科学 

材料加工学 

材料強度学 

材料強度物性学 

材料結晶学 

材料工学 

材料構造解析学 

材料精製工学 

材料精密工学 

材料組織学 

材料組織形成論 

材料熱力学 

材料反応学 

材料物性学 

材料物理工学 

材料プロセス設計 

錯塩基及び酸化還元 

産業排水処理 

色彩工学 

色染実験 

システム安全工学 

焼結固体反応論 

焼成材料 

醸造学 

醸造工学 

醸造工業概論 

状態方程式持論 

触媒工学 

触媒設計 

触媒反応工学 

食品衛生学 

食品栄養学 

食品科学 

食品工学 

食品工業微生物学 

食品分析学 

植物分子生物学 

人工結晶 

人造繊維工学 

新薬論 

水質学 

製剤学 

製剤工学 

製紙科学 

製紙学 

製紙工学 

製造薬学 

生体機能工学 

生体機能電気科学 

生体機能利用学 

生体工学 

生体高分子学 

 

 

セ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ 

 

 

タ 

 

 

 

 

 

 

チ 

 

テ 

 

 

 

 

生体触媒学 

生体光反応学 

生体分子工学 

生体分子反応 

製鉄製鋼耐火物 

生物機能開発学 

生物機能工学 

生物機能利用学 

生物工学 

生物資源科学 

生物資源利用学 

生物反応工学 

生物物性学 

生物分子科学 

生物薬学 

精密材料物性 

精密素材工学 

精密分離工学 

精密有機合成持論 

製薬学 

生理活性物質学 

製錬漂白論 

石油開発工学 

石油生産工学 

接合学 

接着及び接着剤 

接着学 

セメント工学 

セラミック科学 

セラミック基礎材料 

セラミック工学 

セラミック材料学 

セラミックス概論 

セラミックス材料工学 

セラミックス電子材料 

セラミックプロセシング 

セルロース科学 

繊維高分子工学 

選鉱学 

先端材料物性持論 

相平衡論 

相変態論 

素材工学 

耐火物概論 

耐熱材料持論 

多結晶材料工学 

単位操作 

単位反応学 

単結晶材料工学 

蛋白質工学 

超高温材料 

調剤学 

鉄鋼材料学 

鉄鋼表面処理 

鉄冶金 

 

 

テ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 

ネ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノ 

ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒ 

 

 

 

 

 

 

 

定性分析 

定量分析 

電解製錬工学 

電解反応 

電気材料学 

電気電子材料科学 

電気電子材料学 

電極反応論 

電子材料 

電子物性 

伝熱工学 

同位体地球科学 

毒劇物学 

特殊機能セラミック 

毒性学 

毒物学 

土壌学 

塗装学 

塗料工業科学 

ニューセラミック持論 

燃焼学 

燃焼工学 

燃焼熱工学 

燃焼物理科学 

粘土工学 

燃料工学 

燃料工業 

燃料燃焼潤滑論 

燃料燃焼論 

燃料分析学 

農薬学 

バイオテクノロジー 

バイオプロセス工学 

培養工学 

爆発工学 

薄膜材料工学 

醗酵学 

醗酵工学 

醗酵工業論 

醗酵生産学 

パルプ学 

パルプ工学 

半導体工学 

半導体材料 

半導体デバイス工学 

反応工学 

反応性物質材料 

反応操作 

反応速度論 

非金属材料 

非晶質科学 

微生物遺伝学 

微生物学 

微生物機能学 

微生物工学 
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ヒ 

 

 

 

 

 

フ 

 

非鉄材料学 

非平衡論 

表面・界面工学 

表面工学 

表面分析 

肥料学 

ファインケミカル工業分析 

複合材料機能学 

腐食及び防食学 

物質移動プロセス持論 

物質科学 

物質工学 

物質構造解析論 

物質構造論 

物質生科学 

物質生物工学概論 

物質プロセス工学 

物質分析法 

物性科学 

物性予測論 

物性論 

物体学 

物理薬学 

プラントエンジニアリング 

プロセス工学 

プロセスシステム工学 

プロセス制御工学 

プロセスダイナミックス 

プロセス熱力学 

 

フ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ 

 

ホ 

 

マ 

 

ミ 

 

分光分析 

分散系物性学 

分子遺伝学 

分子解析学 

分子機能 

分子機能設計学 

分子構造論 

分子シミュレーション持論 

分子情報計測学 

分子生物科学 

分子生物学 

分子設計論 

分子素材工学 

分子熱力学 

分子微生物学 

分子薬理学 

粉体工学 

分離科学 

分離工学 

分離システム工学 

分離装置工学 

粉粒体工学 

平衡論 

平衡・反応論 

放射線計測学 

放射線物性計測学 

膜機能工学 

マテリアル工学 

水処理工学 

 

ミ 

 

ム 

 

 

 

メ 

モ 

 

 

 

 

 

ヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユ 

 

水処理実験 

水の分子工学持論 

無機材質学 

無機材料工学 

無機電子制御反応 

無機薬品製造学 

免疫薬剤学 

木材化工学 

木材成分学 

木材糖化論 

木質材料学 

木質資源化工学 

木質資源工学 

冶金学 

冶金工学 

冶金反応工学 

薬科学 

薬学 

薬剤学 

薬品学 

薬品工業概論 

薬品製造学 

薬品製造工学 

薬品分析学 

薬物学 

薬用植物学 

薬理学 

薬効学 

有機機器分析 

 

ユ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨ 

 

リ 

 

 

 

 

 

 

 

 

レ 

 

有機機能性材料 

有機金属 

有機構造解析 

有機材料工学 

有機材料工業論 

有機材料設計 

有機材料表面科学 

有機材料物性 

有機材料レオロジー 

有機電界合成論 

有機反応機構 

有機反応論 

有機分析学 

有機薬品製造学 

融体物有機材料電子物性 

窯業工学 

窯炉工学 

粒子線結晶学 

量子分光学 

量子力学 

林産学 

林産工学 

林産製造学 

林産物製造学 

臨床薬学 

臨床薬理学 

レオロジー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書式例１ 

専修学校用受験資格証明書 

○○第  号 

甲種危険物取扱者試験受験資格証明書(専修学校用) 

○○年  月  日入学 ○○科○○コース 

○○年  月  日修了 

氏名 ○○ ○○  

年  月  日生  

学校教育法第 124 条に定める専修学校として認可を

受けた日及び文書番号 

○○  年  月  日    号 

課 程 の 名 称 ○○○○専門課程 

修 業 年 限 ２ 年 

課程の修了に必 

要な総授業時数 
１７００時間 

上記のとおり証明する。 

  年  月  日 

(専修学校の所在地) 

○○専門学校 学校長 氏名  ○○ ○○ 印 

《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば自由です。 

書式例２ 

単位修得証明書(危険物取扱者) 

○○第  号 

単位修得証明書（危険物取扱者） 

○○年  月  日入学 ○○部○○○○科 

○○年  月  日修了 

氏名 ○○ ○○  

年  月  日生  

化学に関する 

科 目 名 

修得 

単位 

化学に関する 

科 目 名 

修得 

単位 

有 機 化 学 ４ 高 分 子 化 学 ２ 

無 機 化 学 ４ 分 析 化 学 ２ 

燃 焼 工 学 ３ 反 応 速 度 論 ２ 

上記のとおり証明する。 

 

  年  月  日 

○○大学 学長 氏名  ○○ ○○ 印 

《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば自由です。 

《注》学長等が「化学に関する分野」と認めた授業科目は、原則 
とし、そのまま単位として認めます。 
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書式例３  

乙種危険物取扱実務経験証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば自由です。 

 

 

◎ 試験会場予定施設 

試験会場は次の施設を予定しています。 

ただし、施設の都合等で変更することがあります。 

受験地 試験会場予定施設 場所 

松江市 

島根県立産業交流会館「くにびきメッセ」 

島根県林業会館 

島根県職員会館 

松江テルサ 

島根県民会館  

労働会館（ろうかん）          

松江市学園南1丁目2番 1号 

松江市母衣町55番地 

松江市内中原町52番地 

松江市朝日町478-18 

松江市殿町158 

松江市御手船場町557-7 

出雲市 朱鷺会館 出雲市西新町2丁目2456-4 

大田市 島根県立男女共同参画センター「あすてらす」 大田市大田町大田イ236-4 

浜田市 
サンマリン浜田 

いわみーる 

浜田市原井町3050－9 

浜田市野原町1826－1 

益田市 
益田市民学習センター 

ジュンテンドー研修センター「ジャストホール」 

益田市元町11-26 

益田市遠田町2179番地1 

隠岐の島町 島根県立隠岐水産高等学校 隠岐郡隠岐の島町東郷吉津2 

 いずれの施設も付近の商業施設等への迷惑駐車は絶対にしないでください。 

  試験当日の試験会場は、受験票で確認してください。 

 

 

 

 

乙種危険物取扱実務経験証明書 

氏  名 
 

（  年 月 日生）   

取り扱った危険物 類別 第 類 品名  

取り扱った期間 
 年 月 日から 年 月 日まで 

   （  年 月 日） 

製造所等の別 

（該当するものを

○で囲むこと） 

製造所 ・ 貯蔵所 ・ 取扱所 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

証明年月日       年  月  日 

事業所名              印 

所在地 

証明者   職名  

氏名          印 

  電話番号    （   ） 

※証明書の内容について、問合せする場合があります。 
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一般財団法人 消防試験研究センター島根県支部 案内図 

 
 

一般財団法人消防試験研究センターは、消防法に基づく指定試験機関であり、受験準備の 

ための講習会や参考図書の販売等は、一切行っておりません。 

───── 個人情報の取り扱いについて ───── 

一般財団法人消防試験研究センター（以下「当センター」という。)は、危険物取扱者及び消防

設備士試験の実施と免状作成業務を行っています。 

 当センターは、試験及び免状事業の実施機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情報

の重要性を十分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びその他

の関連する規範を遵守し、取得した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。 

 

１ 当センターの個人情報の内容と利用目的は次のとおりです。 

(１) 個人情報の内容 

氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号、勤務先名、学校名、職業、顔写真、メールアドレ

ス等です。 

(２) 利用目的 

利用は、本人確認、本人への通知・連絡、試験における座席への氏名表示、受験票への表示、

結果通知書及び免状交付申請書、免状作成、免状交付状況に係る事項等の当センターの業務の

範囲内で行います。 

２ 当センターは、利用目的を達成のため、当該情報を業務委託先に預託する場合があります。 

その場合の業務委託処理は、個人情報を保護するための措置及び業務委託先との責任関係の

明確化を図るとともに、業務機器等の安全対策を確実に実施しています。 

なお、個人情報の提供は、団体受験に関し当該団体代表者へ提供するもの及び法令等に基づく

ものに限定し適切に取り扱います。 
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受験願書を作成の後、次の表で最終チェックをしてください。（書面申請の場合） 

願書 ✓欄 チ ェ ッ ク 項 目 

Ａ 

 

 

面 

 
氏名・生年月日・本籍・住所等に誤りはありませんか。（住所は受験票等を送付するために

使用しますので、郵便物が届くように正確に記入してください。） 

 試験日・試験種類・受験地は正しいですか。(受付締め切り後は変更できません。) 

 
「免状取得の有無」欄は記入してありますか。 

危険物取扱者免状を取得していない方は「無」に○をしてください。 

 
すでに危険物取扱者免状の交付を受けている方は、免状番号、交付年月日、交付番号、交

付知事等を記入しましたか。 

Ｂ 
面 
表 

 

（払込用紙で払込みの場合） 

払込み用紙の「振替払込受付証明書(お客さま用)」を貼付しましたか。(本人用の「振替払

込請求書兼受領証」、日附印のないものは受付できません。) 

（２次元コード経由で払込みの場合） 

決済完了番号（１８桁）を記入しましたか 

Ｂ 

面 

裏 

 受験資格又は科目免除を受けるための資格を証明する書類等を貼付しましたか。 

 実務経験の証明で受験する方は、事業所(会社等)の印と証明者の印が押印してありますか。 

 すでに危険物取扱者免状の交付を受けている方は、その免状のコピーを貼付しましたか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

↓受験願書を送付する際の宛名に利用してください。（切り取って封筒の表面にのり付けしてください） 

 

〒６９０－０８８６ 

島根県松江市母衣町５５番地 

島根県林業会館２F 

一般財団法人 

消防試験研究センター島根県支部  行 

（危険物取扱者試験願書在中） 

 

差出人氏名：            

 

〒６９０－０８８６ 

島根県松江市母衣町５５番地 

島根県林業会館２F 

一般財団法人 

消防試験研究センター島根県支部  行 

（危険物取扱者試験願書在中） 

 

差出人氏名：            
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